
交通
*********************************************************************************

　　（回答:2月12日時点）

　提案・意見 自転車置場と自転車

伊勢市駅前、JR側の前をとおり、自転車置場をみました。すると、銀座新
道商店側ですが、所定の位置ではなく、7～8台の自転車、がありました。
①毎日だれか係の人がみまわりに来ているのでしょうか。お尋ねします、
②自転車置場を使用する場合の注意書がいくつか書かれていましたが、
何日間おけるとか、の表示は無かったと思います、その期間とかあるので
すか。お尋ねします。
③別の場所へ移動した旨の表示があり、伊勢市役所へとりにきてもない
とあり、どこへ移動されるのでしょうか?(電話番号記入はありました、）お
尋ねします。
④決められた場所におかれていない自転車があるとはじめに書きました
が、これは、配置場所が全部うまっているからだと思います、たとえば一
日1日の使用台数を調査するとか、一週間の内の一日だけ(ある曜日を決
めて)を調査するとか、など、そういう統計をとっているのでしょうか、お尋
ねします。又、指定の場所めとは別のところに置いた自転車が別の場所
に移動で去されるのでしょうか、お尋ねします。
⑤調査等をしている場合、どのように活用等に考えているのでしょうか、
お尋ねします、よろしく。



　担当課

　回答

交通政策課 （2025年2月回答）【2/10～2/14】

①　駐輪場の整理、清掃と定期的に巡回を行っています。
②　駐輪場使用期間については、原則定めていません。
ただし、放置自転車等については、注意書等の取り付けを行い、定められ
た期間が過ぎると撤去等を行うことがあります。
③　放置自転車の場合は、伊勢市が管理している自転車等保管場所（伊
勢市二見町三津地内、伊勢市二見町西地内、伊勢市御薗町高向地内）
へ移動し保管します。
宇治山田駅前駐輪場（第１、第２、第３、第５、第６）については、通路に駐
輪した自転車等は他の利用者の迷惑となるため、駐輪場の管理上、第４
駐輪場へ移動する場合があります。
④　駐輪状況（駐輪台数等）については、月に数回調査を行い統計を取っ
ています。
自転車の移動は、③でお答えした場合に別の場所へ移動することがあり
ます。
また、駐輪場の整理整頓上、同一駐輪場内で駐輪場所を移動することも
あります。
⑤　年１回程度開催している「伊勢市自転車等駐車対策協議会」において
平均利用率など状況報告を行い、必要に応じて課題等の検討を行いま
す。

利用する方々が気持ちよく利用できるよう努めてまりますのでご理解、ご
協力を賜りますようお願いいたします。



まちづくり
*********************************************************************************

　　（回答:2月12日時点）

　提案・意見 商店街の活性化

銀座新道商店街の鉄のはしらに、おりがみぐらいの紙がはってありまし

た。内容は、2022年だったか?それから、2025年?月だったか人の動きを通

る人の数かな、定点調査をしていると、ありました。カメラがと、みわたす

と、そのはしらのてッぺんというかあたまの上にありました。すでに調査を

はじめて、もうすぐ終るとありますが2023年2024年とかの調査結果は、あ

ると思います、もうすでに、商店街の活せいかする案とかわできているの

でしょうか。?お尋ねします、

私が子供だったころは、母につれられた、

参宮線にのったきおくがあり当時を思うと、現在はと悲しくなします。



　担当課

　回答

商工労政課 （2025年2月回答）【2/10～2/14】

（１）カメラについて
　まず、伊勢銀座新道商店街にてご覧いただきました「カメラ」についてご
説明いたします。こちらは、伊勢市（商工労政課）が、伊勢まちづくり株式
会社（岩渕１丁目７－17　伊勢商工会議所内）との協働により、歩行者通
行量の常時計測のために商店街等の協力を得て取り付けているもので、
現在は新道商店街、伊勢市駅前商店街、外宮参道、高柳商店街、明倫
商店街の５か所に設置しています。
　このカメラには、通り過ぎる人の数を自動的に計測するとともに、ＡＩ（人
工知能）が属性（年齢層、性別）を外見上で判断して分析する機能が備
わっています。新道商店街では2021年末から設置・計測しており、2022年
度内の歩行者通行量の合計は134,275人、2023年度内は138,342人、
2024年度（２月５日現在）は131,353人となっています。
（２）商店街の活性化について
　ご指摘のとおり、かつての姿と比較しますと、商店街では、閉店・空き地
となっていたり、シャッターを下ろしていたりする店舗が目立ちます。こう
いった状況は全国で生じており、一般的には、自家用車の普及もあって
郊外の大規模店舗に人が流れていったことや、店主が高齢となり、後継
ぎもおらず閉店を余儀なくされたことなどが原因として挙げられています。
新道商店街を含む市内の各商店街も例外ではなく、空き店舗・閉店舗が
目立つ現状となっています。
　このような中で、各商店街の商店主等からなる振興組合等の団体は、
各種のイベント（例：新道商店街で毎夏開催される「伊勢の夜祭」など）を
開催するなどして、若い世代にも商店街に親しんでもらえるように努力を
続けています。また、空き店舗に新しい店を呼び込むためには、市としま
しても補助金を設けるなどしています。これらの取り組みの結果、少しず
つではありますが、若い店主による店舗の開店も見られるようになってい
ます。
　地域社会を支える担い手でもある商店街が活性化するよう、市としまし
ても商店街振興組合等と協力して取り組んでまいりますので、引き続き応
援をいただきますようお願いします。



交通
*********************************************************************************

　　（回答:2月12日時点）

　担当課

　提案・意見 交通安全の条例

令和7年2月3日、月曜日歯医者のかえりに、伊勢市駅の前を通り、自転
車置場で、「交通安全の町？市？条例ができたとかなんとか」、の大きな
表示が目にとまりました。
①？これはいつできたのか
②？どういう目的なのか
③？どういう事に市がとりくんでいるのか
④?その他参こうになることがあれば
⑤？その他等
くわしい事を知りたくなりました。、りかいができるように、教えて欲しいと
思いました。ご説明等わたしでも、わかるように、お願いいたします。

　回答

交通政策課 （2025年2月回答）【2/10～2/14】

①　平成１７年１１月１日に「伊勢市交通安全条例」が施行されています。
②　伊勢市における交通安全の確保に関する施策の基本を定めることに
より、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的としていま
す。（伊勢市交通安全条例第１条　目的　関係）
③　市民等の生命、身体及び財産を保護するため、交通安全意識の高
揚及び交通安全の確保に必要な道路交通環境整備等交通安全の確保
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るよう努めています。（伊
勢市交通安全条例第３条　市の責務　関係）
④　「伊勢市交通安全の日」を設け毎月１１日としています。（伊勢市交通
安全条例第７条　伊勢市交通安全の日　関係）
⑤　交通安全意識の高揚を図るために交通安全教育を推進し、交通安
全に関する広報啓発活動を行うほか、必要な情報の提供に努めていま
す。（伊勢市交通安全条例第５条、第６条　関係）
幼児、児童及び高齢者等の交通安全を確保するために、反射材、年少
者用補助乗車装置その他の交通安全用具の普及に努めています。（伊
勢市交通安全条例第６条第２項　関係）



その他
*********************************************************************************

　　（回答:2月13日時点）

　担当課

　提案・意見 花火大会の早朝清掃について

私が伊勢市に転入した少し、あとのことだと思います。なぜか、おもい出し
てしまいました。場所は、花火のあがるところ(宮川大橋かな)でゴミひろい
に参加しました。最初は話があり、ゴミぶくろをもらいました。それを持っ
て、ひろいあつめながら、少し、もとのところから離れて、いました。時間的
におわりかなと思いもどりましたら、市役所の人が参加した人に何かく
ばっていました。（わすれましたが、と思うが)そして、参加した人が帰って
いく人もいました。、私のように、反対側の方からもどる人が2～3人だった
かおくれて、もどっていました。その時思いました。全員がもどるまで、市
役所の人がいるべきです。もし川にはまり、流されるとか、他にもよきせぬ
ことがおこった場合どう責任をとるのかと、当時思いました。最初、人数の
確にんと住所氏名ぐらい記入するものがあっても良いと思いました。
◎市役所の人は、そういうことを、考えていないのでしょうか。市長どう思
われますか。

　回答

観光振興課 （2025年2月回答）【2/10～2/14】

伊勢神宮奉納全国花火大会翌日の早朝清掃は、ボランティアでご参加い
ただき、午前6時から1時間を目途に宮川堤公園の清掃をお願いしており
ます。
作業時間中はゴミ袋や清掃用具の受け渡し等係として職員を配置してお
り、事故等が起こった際に迅速な対応ができるよう参加者の方が戻って
来られるまで配置しております。
また、観覧エリアのみ清掃となるため、河原におりての作業は想定してお
らず、短時間かつ軽作業のボランティアであるため、人数の確認や氏名・
住所の記入などは行っておりません。
今回いただいたご意見を参考にし、参加者への作業場所や内容の周知
を徹底しながら安全管理に努めてまいります。



道路・河川
*********************************************************************************

　　（回答:2月14日時点）

　担当課

　提案・意見 歩道（市道）について

ある市道で川沿いには、サク等とはばのみじかい白線がありましたが、田
んぼ側には、帰りさく等ありません。きけんを感じました、車にはねられた
ら、10m先の田のなかへ頭から落ちそうです、市道一之木4丁目3号線とき
きました。どうか、さく等なんらかの手当をすべきと思いました。
きけんのないように、歩行者の安全の為に、安心して歩けるようにしてい
ただきたいと思いました。要望します。

　回答

維持課 （2025年2月回答）【2/10～2/14】

現地を確認をしましたが、現時点では柵を整備する計画はございません。
柵がある側には幅が広い路側帯がございますので、貴方の安全に十分
に配慮した上で、原則として往復共にそちらを歩いていただくようにお願
いいたします。
今後も適切な道路の維持管理に努めてまいりますので、ご理解賜ります
ようよろしくお願いいたします。



その他
*********************************************************************************

　　（回答:2月14日時点）

　担当課

　提案・意見 国民健康保険料について

国民健康保険(税)料についてききました合併前のをひきついでいるとの
ことでした。現在、市は、国民健康保険料と思います。
どこの市町村でも、国民健康保険料と思いますどう思われますか。お尋
ねします。

　回答

医療保険課 （2025年2月回答）【2/10～2/14】

現在、伊勢市は国民健康保険料を採用しています。しかし、合併以前の
小俣町と二見町は国民健康保険税を採用しており、現在に至るまで、国
民健康保険税が滞納となっている世帯がございます。
このたび、お尋ねいただいた「お支払いいただいた国民健康保険料（税）
額のお知らせ」については、当該期間中に納付のあった全世帯に送付し
ているため、国民健康保険料はもちろんのこと、国民健康保険税の納付
があった場合も送付対象となります。
そのため「国民健康保険料」とするのではなく、「国民健康保険料（税）」
と表記することで、国民健康保険税の納付があった場合にも表記の誤り
がないようにしておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。



その他
*********************************************************************************

　　（回答:2月14日時点）

　担当課

　提案・意見 証明書のコンビニ交付

市役所1階カウンターにある《証明書はコンビニ交付が100円おトク！》こ
とについてお尋ねします。
①なぜ窓口とコンビニについて、手数料が100円ちがうのですか、教えて
ください。
②私は同一の額であるべきだと思います。同額ではいけないのですか、
教えてください、
③なぜ、期間限定なのですか。教えてください。
④私は、時代の流れについていけません。スマホとかかんたんなメール
と、電話利用だけです。ニュースとかみると、情報のろうえいがあります。
市役所の情報（個人）とコピー機と、つながっているのでしょう。他にもれ
ないのでしょうか教えてください。

　回答

戸籍住民課 （2025年2月回答）【2/10～2/14】

①現在、コンビニエンスストア等に設置されたマルチコピー機において、
マイナンバーカードを使用して、住民票の写しなどの証明書を取得できる
コンビニ交付サービスの利用により、お近くのコンビニエンスストア等で
必要な証明書を取得いただくことが可能です。
　マイナンバーカードをお持ちの皆様に、便利なコンビニ交付サービスの
利用を促進するため、手数料の減額を行っています。
②コンビニ交付サービスの利用促進のため、金額に差をつけることで、
促進を図りました。
③一定の利用促進が図れたため、今年度のみの期間限定といたしまし
た。
④コンビニ交付サービスのネットワークは、専用の通信ネットワークを利
用しているほか、通信内容の暗号化を実施することで、個人情報漏えい
防止対策を行っております。



その他
*********************************************************************************

　　（回答:2月14日時点）

　担当課

　提案・意見 少子高齢化

1、2014「日本創成会議」の「消滅可能性自治体」として三重県で伊賀市と
伊勢市が含まれていたように記憶しております
間違っておりますか。
2、2024.4.24「人口戦略会議」は「消滅可能性自治体」として伊賀市と伊勢
市が消えていた。おそらく外国人が増えているだろう。伊勢市に外国人が
何人いて、国名はどこでしょう
3、空き家を利用し耕作放棄地へ子育て世帯を呼び込み農業で生活でき
るようにしたら(昔有滝にトヨタ自動車が進出する話が昭和45年にあり今と
なり悔まれる)

　回答

企画調整課 
戸籍住民課
農林水産課
住宅政策課

（2025年2月回答）【2/10～2/14】

1.伊勢市は含まれておりましたが、伊賀市は含まれておりません。
2.伊勢市に住民登録している外国人数は次のとおりです。
男　628人、女　797人、計　1425人（令和６年12月末現在）
国別では、ベトナム（421人）が一番多く、次に中国（189人）、韓国（125人）
の順になっています。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.city.ise.mie.jp/shisei/toukei/jinkou/1005582.html
3.伊勢市では、農業を始めるうえでの基礎知識や技術の習得等の相談や
就農後の相談を随時受付しており、新規就農される方が農業に定着して
もらうための相談についても三重県・関係機関と連携しながら実施してお
ります。
また、空家の活用については、空家バンクや空家関連補助金（移住者へ
の上乗せあり）を実施しております。
これらの事業により、子育て世帯を含め移住者の呼び込みに取り組んで
いるところですので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。



国籍別人員調査表

男 女 計

5 2 7

0 1 1

41 35 76

ミャンマー 42 59 101

1 1 2

11 0 11

カナダ 6 0 6

22 6 28

中国 82 107 189

台湾 4 11 15

1 0 1

0 1 1

フランス 1 0 1

フィジー 1 0 1

ドイツ 1 0 1

ホンジュラス 0 1 1

1 0 1

36 48 84

1 0 1

1 1 2

朝鮮 5 4 9

韓国 57 68 125

ラオス 2 0 2

マレーシア 0 2 2

モンゴル 1 3 4

ネパール 46 43 89

オランダ 2 0 2

ニュージーランド 0 1 1

パキスタン 3 0 3

ペルー 2 2 4

フィリピン 33 89 122

ポーランド 0 1 1

ルーマニア 1 0 1

ロシア 1 1 2

スペイン 1 0 1

1 0 1

0 3 3

タイ 18 48 66

0 1 1

1 1 2

英国 1 2 3

米国 18 11 29

ベトナム 178 243 421

0 1 1

628 797 1425

令和6年12月31日　現在
国籍

オーストラリア

ボリビア

ブラジル

バングラデシュ

カンボジア

スリランカ

コロンビア

フィンランド

インド

インドネシア

アイルランド

ジャマイカ

スウェーデン

シンガポール

トリニダード・トバゴ

南アフリカ共和国

アンティグア・
バーブーダ



福祉
*********************************************************************************

　　（回答:2月14日時点）

　担当課

　提案・意見 障がい者手帳アプリ「ミライロID」についてのお願い

私は市内在住の者です。このたび、伊勢市のスポーツ施設利用に関し
て、お願いがありご連絡差し上げました。
現在、障がい者手帳を提示するとスポーツ施設の利用料が半額になる制
度がございますが、この制度において、障がい者手帳の代わりに「障がい
者手帳アプリ・ミライロID」の提示も対象としていただけないでしょうか。ミ
ライロIDは、手帳をスマートフォンで管理できるアプリであり、多くの自治
体や企業で利用が広がっております。この仕組みを導入することで、手帳
を携帯する手間が省け、紛失リスクの軽減にもつながるため、障がい者
にとって大きな利便性の向上となります。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご検討いただけますと幸いです。何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

　回答

スポーツ課 （2025年2月回答）【2/10～2/14】

減免対象の基準につきましては、障がい者手帳の提示が必須ではなく
「伊勢市内に在住する障がい者が構成人数の過半数となる団体等」とい
う条件を確認させていただくものとなっております。
障がい者手帳アプリ・ミライロＩＤにおきましても、確認をさせていただきま
すので、アプリの提示でも対象とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。


